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様式３ 

 

町民意見等の概要及び各意見等に対する町の考え方 

 

１ 事案名 

茨城町地域防災計画の改定（案） 

 

２ 意見提出者数    ２人 

提 出 方 法 人   数 

直 接 提 出          

郵     送          

F A X          

E メ ー ル         ２人 

合     計         ２人 

 

３ 意見等の概要及び町の考え方 

NO 意見の対象箇所 意見の概要 

意

見

数 

町の考え方（回答） 

1 茨城町地域防 

災計画《改定 

概要》 

 改定概要であるが、改定そ

のものはまだ成立していない

状況であり《改定案概要》と

すべきである。 

1  ご指摘のとおりであり、今後

の業務の参考とさせていただ

きます。 
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2 地震災害対策計

画編第１章第３

節第４対策①

（３） 

 当該項目に関しては特段の改

正はされていないが、耐震補強

の対象が昭和 56年以前の建築

に係るものに限定されている点

の改正を要望する。 

 

１）指定緊急避難所・指定避難 

所・一時避難所、すべての避難 

所施設についての耐震診断及び 

必要に応じての耐震補強の実施 

を求めたい。昭和 56年以降の 

いわゆる新耐震基準といって 

も、東日本大震災や相次ぐ地震 

の発生は、新耐震基準を遵守す 

れば足りるというものではない 

ことは明白である。日々進歩し 

ている耐震技術等の知見を少し 

でも取り入れる取り組みを要望 

したい。 

 

２）また、これまでの地域防災 

計画のもとで実施された補強改 

築等の実績を資料編に記載すべ 

きである。特に「資料 10学校 

施設等の状況」には、それぞれ 

の施設の築年月・耐震補強や改 

築実施年 月等を記載すべきで 

ある。 

 

1  

 

 

 

 

 

 町といたしましては、現行法

に基づく耐震基準を確保するこ

とを基本とし、先進技術等の導

入については、町の財政状況等

を踏まえながら総合的に判断し

たいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご指摘を踏まえ、地域防災計

画の趣旨に照らして、災害時に

避難者が一定期間滞在すること

が想定される指定避難所の建築

年及び耐震基準適合状況につい

て記載することが適切と考えま

すので、資料５に記載いたしま

す。 
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3 地震災害対策計

画編第１章第３

節第４対策①

（４） 

１）各種備蓄項目が記載され 

ているが、現在の備蓄状況に 

ついて資料編に記載すべきで 

ある。 

 

 

 

２）「地域完結型の備蓄施設を 

確保し…」とあるが、現行地 

域防災計画のもとでこの施設 

は何箇所確保され、どのよう 

に施設運用がされているのか 

全く不明である。町が独自に 

施設を確保運用しているので 

あれば、その内容について資 

料編に記載すべきである。そ 

もそも「地域完結型」とは何 

を意味するのか不明であり、 

その定義を明確にすべきであ 

る。意見提案者は数年来区の 

役員を拝命しているが、備蓄 

施設の有無さえ知らない。 

 

1  備蓄状況については随時変化

するものであることから、改定

に一定の時間を要する本計画へ

の記載ではなく、町ホームペー

ジ等での公表を検討させていた

だきます。 

 

 備蓄施設として、指定避難所

12 箇所に防災倉庫を設置してお

りますので、資料５にその旨を

記載いたします。運用方法につ

きましては、地震災害対策計画

編第１章第３節第４対策②に記

載のとおり、想定されるり災人

口の概ね３日分を目標として各

種物資の備蓄を行っているとこ

ろです。「地域完結型」とは、災

害時、外部からの供給を受けず

に当該地域内の避難所等へ物資

を提供できる体制を指してお

り、各防災倉庫への備蓄により

その体制を確保しております。 
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  ３）今回の改正では、個人の 

プライバシーの確保や感染症 

対策も兼ねて項目⑫～⑬が追 

加されたが、現実問題として 

改正前ではあるが現物は確保 

しているのか。また、感染症 

対策が運用された場合の指定 

緊急避難所・指定避難所にお 

ける想定収容定員がどのくら 

いになるのか。場合によって 

は収容要件の想定も必要にな 

りかねない中で、シュミレー 

ションをしておく必要があ 

り、その想定値を資料編へ記 

載すべきである。 

 

  間仕切りや簡易ベッド、感染

症対策用資機材等について、既

に備蓄を行っております。想定

収容定員については、感染症の

発生状況等により随時変化する

ものであることから、改定に一

定の時間を要する本計画への記

載ではなく、町ホームページ等

での公表を検討させていただき

ます。 
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4 地震災害対策計

画編第１章第３

節第４対策①

（５） 

１）本項目の追加は今後町職 

員等の大きな増員等見込めな 

い中、自助・共助の考え方対 

応が求められる以上やむを得 

ないと考える。 

２）ついては、本改定主旨の住 

民への周知を進めるための施 

策、区や自治会等との共通認識 

の醸成のための施策等を町は 

考え実行しなければならない。 

それがなされなければ、運営の 

知識を普及するだけでは実効 

性は確保されない。考え方の 

周知普及についても併せてス 

ケジュール化が必要と考える。 

 

1  令和４年度から、各地区にお

ける自主防災組織結成のための

補助金制度を開始する予定で

す。当該制度を活用し自主防災

組織を結成いただき、地域の防

災意識の醸成を図るとともに、

当該組織を通じた避難所運営等

の連携について検討していきた

いと考えております。 

5 資料編 現行地域防災計画各項目の

成果、進捗状況等ともに、今回

の改定項目の実施スケジュー

ル等の記載を求めたい。町広報

媒体等に個別に記載されてい

るかもしれないが、今回のよう

な改定の機会にまとめて記載

するのも一つの方法であると

考え提案する。 

1  地域防災計画は、総則（案）第

３に記載のとおり基本的大綱を

示すものであり、具体的な取組

内容等については個別の計画等

で定めるものとしていることか

ら、スケジュールや進捗状況等

についてもそれぞれの計画等に

おいてお示しすることが適切と

考えます。 
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6 地震災害対策計

画編第１章第３

節第５対策②

（１） 

１）茨城町地域防災計画《改 

定概要》Ⅱの 2の(1)-②との記 

載内容の矛盾について指摘し 

たい。町地域防災計画《改定概 

要》2-(1)-②には、本人の同意 

の有無に関わらず避難行動要 

支援者名簿(以下名簿という) 

を効果的に利用し…とあり、地 

震災害対策計画編(案)第 1章 

第 3節第 5の対策②-(1)では、 

当該名簿を利用するためには、 

あらかじめ避難行動要支援者 

本人の同意を得ることにより 

…とあり記述に矛盾が生じて 

おり、修正が必要である。 

 

1  改定概要Ⅱの２の（１）の②の

記載は、地震災害対策計画編

（案）第２章第５節第６対策②

（１）（102 ページ）についての

記載であり、災害が発生し、また

は発生するおそれがある場合の

対応について記載したもので

す。ご指摘の地震災害対策計画

編（案）第１章第３節第５対策②

（１）は、平時の対応について記

載したものであり、災害対策基

本法においても、平時と災害発

生時の取り扱いについて明確に

区分されております。改定概要

の記載については、ご指摘のと

おり、平時から同意を得る必要

がないとの誤解を与えかねない

記載となっておりましたので、

文頭に「災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合におい

て、避難行動要支援者の生命又

は身体を災害から保護するため

に特に必要があると認めるとき

は、」との文言を追加します。 
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  ２）「避難行動要支援者の把握 

方法」の項目から、現行地域防 

災計画と比べて、重要な考え方 

がふたつ欠落している。ひとつ 

は名簿作成のための情報把握 

方法、もうひとつは個人情報取 

り扱いに留意する件である。特 

に前者は名簿作成の根幹にか 

かわることであり明示すべき 

である。現行計画には具体的な 

考え方の記載があり、各関係機 

関の保有する情報を共有し活 

用するとされている。国や県の 

指針(注 1)では、災害対策基本 

法(以下災対法という)改正の 

前後にかかわらず町関係部局 

が保有する情報を共有利用す 

る方法で名簿を作成するよう 

推奨している。 

 

注１ 平成 27年 3月茨城県福 

祉部制定「茨城県避難行動要支 

援者対策推進のための指針」 

(平成 29年 3月一部改正)第 1 

編第 4章 1(1)、(2)の関係部局 

情報集約方式 

 

  地域防災計画は、総則（案）第

３に記載のとおり基本的大綱を

示すものであり、避難行動要支

援者支援制度の詳細については

別に定めることとしておりま

す。ご指摘の名簿作成のための

情報把握方法については、茨城

町避難行動要支援者支援制度実

施要綱第５条に基づき、避難行

動要支援者本人からの申請や、

民生委員児童委員の協力のもと

実施する調査によることとして

おります。なお、対象者の具体的

な把握方法としましては、①町

関係部局から情報を集約、②避

難行動要支援者の要件に該当す

る方のリストを作成、③リスト

の方全員に通知し登録希望の有

無を調査、④希望者を名簿に登

録、といった運用となっており

ます。 
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  ３）個人情報取り扱いに留意す 

べき件の欠落も見逃せない大 

切な事項である。作成が義務化 

された名簿は機微な個人情報 

の最たるものである。個人情報 

の保護に関しては法律が施行 

されて久しく、万人が周知して 

いることを前提にしているか 

もしれないが、個人を主体とし 

た地域生活の中、特に区や自治 

会等において体制が整備され 

ているかというとはなはだ疑 

問である。個人情報取扱規定等 

の整備はまだまだと思われる。 

名簿は区や自治会等での利用 

も想定されているが、町行政 

として個人情報保護の体制整 

備の支援(注 2)に向けた対応 

策を明示すべきである。 

 

注２ 区や自治会における個 

人情報の取扱に関する手法及 

び取扱規程等の整備に関する 

支援 

 

  地域防災計画は、総則（案）第

３に記載のとおり基本的大綱を

示すものであり、避難行動要支

援者支援制度の詳細については

別に定めることとしておりま

す。ご指摘の個人情報について

は、茨城町避難行動要支援者支

援制度実施要綱第９条に基づ

き、支援に関係する者全員が適

切に管理することとしており、

名簿等を提供する際にもその旨

を徹底するようお伝えしている

ところです。 
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7 避難行動要支援

者支援制度の見

直しについて 

１）現在既に、町社会福祉課 

所管で避難行動要支援者登録 

制度(以下登録制度という)が 

運用されているが、作成された 

名簿の負の実態(注 3)につい 

て、所管部は知ってか知らずか 

放置している。実効性が伴わな 

い名簿を渡される側(注 4)は 

混乱するばかりであり対応(注 

5)が困難となっている。 

２）この問題は地域防災計画の 

下位の事柄ではあるが、基本的 

な考え方が計画に明示されて 

いないと計画の効果的な運用 

は難しくなる。所管部の裁量に 

より改変が自由にできてしま 

う(注 6)ことになる。 

３）登録制度は現行地域防災計 

画下で制定されたが、計画の主 

旨に沿わないので当然廃止す 

べきである。廃止できなければ 

大幅な改正をすべきである。 

４）廃止できない場合の大幅改 

正については、 

ア、基本となる名簿は町が関係

機関情報を集約作成する。 

イ、登録制度は、要件を大幅に

見直し、町作成名簿の補完的位

置付けとする。 

ウ、要件から「健常者」は除外

し、年齢要件は設けない。 

エ、要件外でも特に支援が必要

と認められる者とか、要件に準

ずる者で希望される者等とか

の、例外規定は極力設けない。 

オ、登録申請時の聴き取りある

1  避難行動要支援者支援制度に

ついては、災害対策基本法の規

定に基づき実施しており、その

運用方法の詳細については茨城

町避難行動要支援者支援制度実

施要綱において規定しておりま

す。制度の見直しにつきまして

は、ご意見を踏まえながら、慎重

に検討を進めてまいります。 
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いは面談調査を必須とする。 

 

注３ 意見提出者が属する区 

で、社会福祉課から提供された 

名簿の登録者に聴き取り調査 

を実施したところ、登録者全数 

26名中、42.3%の 11名は健常 

者であり、65歳以上の独居者 

あるいは 65歳以上の高齢夫婦 

のみ世帯が、現在は避難能力に 

支障があるわけではないが、将 

来的に支援が必要になると困 

るから今のうちに登録申請を 

したという回答であった。健常 

者に支援者を張り付けるなど 

不要な対応を強いられ、所管部 

に是正を求めたが改善されず、 

現在もそのままの状態となっ 

ている。 

注４ 名簿の提供を受ける側 

として、区や自治会を想定して 

いる。 

注５ 要支援者との関係構築、 

支援者の選定、個別支援計画の 

作成等、災害発生時に向けた被 

害軽減のための事前にしてお 

くべきいろいろな対応。 

注６ 町社会福祉課による、地 

域防災計画の主旨に反した登 

録制度の制定。 
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8 名簿利用にあた

って本人同意が

必要か否かにつ

いて 

・意見 6-(1)で矛盾を指摘した 

が、改正された災対法や県指針 

から本人の同意を得ることは 

必要と考える。町関係部局が保 

有する情報を共有利用する方 

式で、名簿を作成することにつ 

いて本人同意は不要であるが、 

平時からの名簿利用にあたっ 

ては本人の同意が必要であり、 

同意を得る対応が必要となる。 

同意を得られない者に対して 

の対応も更に考慮していかね 

ばならないと考える。 

・現行登録制度の利点は、登録 

者から平時からの名簿利用の 

同意を取り付けているところ 

である。上記意見 7のアにより 

作成された名簿掲載者との比 

較で漏れた者のみに対し、本人 

同意を得る対応をすれば足り 

ることになる。 

 

1  ６の２）の回答のとおり、避難

行動要支援者名簿の作成に当た

っては、必ず本人の意思を確認

することとしております。 
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9 原子力災害対策

計画編第１章第

１節 

次の文言を追加する。 

 

大洗町、東海村に立地してい

る数多くの原子力施設は本町

に極めて近い位置にあり、本町

にとって、原子力災害はいつで

も起き得るものという認識を

町民の間に広げ、本防災計画は

普段から充実を図り実効性の

あるものとしていく。 

 

（理由）ウクライナの原発や原

子力研究施設がロシア軍の砲

撃を受けたことは、核施設が戦

争の標的となり、核兵器になり

得るという現実を示した。大洗

町にある原子力機構のＨＴＴ

Ｒは再稼働され、前例の無い各

種の試験が行われている。本町

の地域防災計画は、「一応、作

成してある」というレベルに止

めず、実効性を高め、避難訓練

も実施して、町民へ周知徹底を

図る必要があると考えます。 

 

1  原子力災害対策編（案）第２章

第 14節４（２）において、「原子

力防災対策の基礎知識等を周知

する」と記載しております。町と

しましては、当該記載に基づき、

様々な方法で原子力災害対策に

ついて周知してまいります。な

お、計画の実効性については、ご

指摘のとおり、今後も充実を図

ってまいります。 
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10 原子力災害対策

計画編第１章第

４節１ 

次の文言を追加する。 

 

国の原子力災害対策指針に

は、「廃止措置計画の認可を受

けかつ、照射済燃料集合体が十

分な期間冷却されていれば、そ

の原発はおおむね半径５km を

ＵＰＺとする」と言う規定があ

り、東海第二発電所も適用の対

象となり、本防災計画の対象外

となり、本町の東海第二発電所

を対象とする広域避難計画は

不要となる」 

 

（理由）廃炉に進んだ場合に

は、東海第二発電所のＵＰＺは

30km だったのものが、おおむ

ね半径５km となり、本町は範

囲外となる。このため、本計画

の対象外となり、広域避難計画

も不要となる。このことを明示

すべきと考えます。 

 

1  原子力災害対策計画編及び広

域避難計画は、原子力災害対策

指針等に基づき、必要に応じて

作成するものです。計画が不要

となる場合についての記載は、

計画の趣旨に照らして適さない

ものと考えます。 
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11 原子力災害対策

計画編第２章第

３節１ 

「国や県、関係市町村が、『茨

城県原子力防災連絡協議会』の

場等を通じて、平常時より密接

な連携を図る」と言う様な文言

がある。これは、現行の計画に

もあり、県の防災計画にもある

が、この「茨城県原子力防災連

絡協議会」は、「平常時より」と

言う文言からすると、事故発生

後に作るものではなく、事故発

生に備えて協議しておくため

のものであることは明らかと

思うが、現に実在するのか。実

在する場合は、どういう構成に

なっているのか。いつ会議を開

催し、どのような会議だったの

か詳細に示していただきたい。

別な名称の協議会が存在する

のであれば、それを示していた

だきたい。 

 

1  「茨城県原子力防災連絡協議

会」は原子力災害対策特別措置

法の対象となる県内の原子力事

業者に係る原子力災害対策に関

し、国、県、市町村、原子力事業

者等が相互に協力して緊急事態

応急対策等を円滑に実施できる

ようにするため、原子力防災に

係る訓練の計画及び評価に関す

ること等を主な連絡協議事項と

して平成 13年に設置された会議

であります。ここ数年内の開催

はございませんが、町としまし

ては、茨城県地域防災計画に基

づき、平常時より関係機関との

密接な連携を図る場のひとつと

して、本計画に記載しておりま

す。 

 

 


